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原子力安全部会セッション 

継続的安全性向上：ステークホルダーにとっての意義 
Continuous improvements and significance for stakeholders 

（3）立地自治体の視点からの継続的安全性向上 

(3) Continuous improvement of safety from the viewpoint of the local government 
＊山本 晃弘 1 

1福井県庁 
 
１．福井県内の原子力発電所を取り巻く状況 

 福島第一原子力発電所事故により、敷地外部に大量の放射性物質が放出され、周辺環境に長期間かつ広範

囲に甚大な被害をもたらす事態となり、それまでの事故、不祥事とは全く異なり、原子力発電所の安全性に

対する国民の信頼は失墜した。これらを払拭し、信頼回復を図るのは容易ではないが、原子力発電所の安全

な運転を継続し、良好な運転実績を積み上げていくことが何よりも重要である。 

そのためには、原子力安全に第一義的責任を有する事業者が、日常点検や定期検査などの保全活動を通じ

て設備の機能維持やトラブルの未然防止に努めるとともに、法律に基づき原子力の安全を規制している原子

力規制庁においても、現場を中心に事業者の保安活動の継続的な改善を促すような実践的な規制活動を行う

必要がある。 

福井県内では、福島第一原子力発電所事故後、現行の規制基準の審査に合格した大飯３、４号機、高浜３、

４号機の４基が再稼働し、2019 年度の設備利用率は、蒸気発生器伝熱管に損傷が確認された高浜４号機を除

き、約 80％と好調であったが、2019 年９月に発覚した関西電力の金品受領問題により、関西電力に対する県

民の信頼が完全に失われた。 

また、2020 年には、高浜３、４号機において蒸気発生器伝熱管の損傷が再発し、過去の原因調査が十分で

なかったことが判明した。さらに、大飯３号機では、一次系配管分岐管に応力腐食割れが発生し、原因調査

に時間を要しており、2020年 11 月に大飯４号機が定期検査を開始して以降、約２か月以上にわたり、すべて

の発電所が停止した状態となった。 

そのような中、2020 年 12月には、大飯３、４号機の行政訴訟の一審判決で国が敗訴した。判決内容が基準

地震動の審査に関わり県内すべての発電所に共通することから、多くの県民に不安や懸念をもたらすことに

なった。また、関西電力は、福井県に対して、以前より 2020 年内に中間貯蔵施設の候補地を提示することを

約束していたが、それを反故する事態に至っている。 

このように、福井県では、福島第一原子力発電所事故後 10 年が経過した現在も、再稼働プラントの安定し

た運転実績の積み上げはなく、さらに、事業者、規制当局に対する信頼を損ねる問題が噴出している状況で

ある。 

 

２．原子力安全に対する福井県の関わり 

立地自治体は、IAEA の INSAG-27“Ensuring Robust National Nuclear Safety Systems”において、ステ

ークホルダーとして位置づけられており、規制当局、事業者から説明を受ける立場とされている。しかし、

我が国では、福島第一原子力発電所事故後、事業者、規制当局、政府の対応だけでは、地域住民、国民の理

解を得ることが困難となり、再稼働やトラブル対応などの意思決定プロセスに対して、各自治体が不可避的

に関与せざるを得ない状況となっている。 

原子力発電所の運転など、原子力利用における安全の確保に関しては、原子炉等規制法に基づいて規制が

行われており、例えば、トラブルが発生した場合を例に挙げると、事業者は、その重要度に応じて規制当局

に報告を行うことが義務付けられている。一方、立地自治体は、原子力発電所の周辺環境および発電所従事

者の安全確保等を目的として、事業者と安全協定を締結し、地域住民の安全と信頼を確保するための地方行

政の礎として運用している。 
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具体的には、原子力発電所の運営に関わる平常時、異常時の情報連絡を求めるとともに、発電所の従事者

も地域住民であるとの視点から、労働災害の発生防止や予防策、被ばく管理を確実に行うことを求めている。 

福井県は、1971 年に全国に先駆けて原子力の専門職員を採用するとともに、それ以降も京都大学や大阪大

学などで原子力工学等を専攻した学生を採用し、知見・経験の蓄積に努めるとともに、軽微なトラブルにつ

いても、絶えず事業者から報告を求め、県が直接、メディア等に状況を説明してきた。 

過去には、安全管理等に関わるトラブル等を踏まえ、福井県から要請を行うことで、事業者が対外的に安

全文化醸成活動計画等を示しながら、現場に密着したボトムアップアプローチによる活動を行うなど、立地

自治体の関わりが、事業者の安全文化醸成活動を促すきっかけとなった事例も多くある。 

このように、福井県は、原子力安全について、事業者や国任せにせず、様々な事故やトラブルの経験等を

通じて、自らの専門知識を蓄積し、事業者、規制庁と技術的な議論ができる体制づくりに努めるとともに、

事業者、国に対して、これまで、蒸気発生器などの設備・機器の交換や高経年化対策の充実強化、安全管理

体制の強化などを求めるなど、原子力安全の向上に関わる活動を行ってきた。 

2020 年４月には、新検査制度が施行され、規制委員会は、事業者の保安活動に対して、総合的に監視・評

価を行う仕組みを導入した。また、2020 年７月には、「継続的な安全性向上に関する検討チーム」を設置し、

原子力発電所の継続的な安全性向上の取組みをより一層、円滑かつ効果的なものとするための議論を開始し

た。 

事業者は、2013 年 12 月に安全性向上評価制度が施行されたことを踏まえ、高浜発電所３、４号機、大飯発

電所３、４号機について、運転サイクル毎にそれまでの運転経験や最新知見をもとに安全性向上計画等をま

とめ、規制委員会に届出を行っている。 

このような状況を踏まえると、今後、事業者、規制当局、立地自治体の間で、原子力安全のための共通言

語となりうる要素、基盤とは何かについて改めて議論を行い、原子力発電所の継続的な安全向上に繋げてい

くことが重要である。 

 

３．立地自治体の視点からの継続的安全性向上 

我が国では、多くの立地自治体が、原子力発電所の安全性向上対策などについて、事業者や規制当局から

説明を受け、議論を行う委員会を有しており、福島第一原子力電所事故後は、石川県や鹿児島県などが、そ

のような組織体を新たに立ち上げている。 

福井県には、以前より、原子力工学の専門家等で構成される「技術顧問会」があり、原子力安全に関する

様々な助言を受けていたが、高速増殖原型炉もんじゅの安全性について議論するため、2001 年に設置した「も

んじゅ安全性調査検討専門委員会」が取りまとめた報告書の中で、「予期しない異常や事故時には、その内容

について公開の場で科学技術的な面から審議し、速やかにその審議結果を報告する第三者委員会を設置する

こと」などの提言があり、福井県は、「技術顧問会」を廃止し、独立的、専門的な立場から、技術的な評価・

検討を行う「原子力安全専門委員会」を 2004 年に立ち上げた。 

同委員会では、美浜３号機２次系配管破損事故や耐震バックチェックなどの課題について議論を行うとと

もに、福島第一原子力発電所事故後は、大飯３、４号機、高浜３、４号機に関して、規制当局および事業者

から新規制基準適合性審査や許認可の内容、安全性向上対策工事等について説明を受け、現場確認も行い報

告書をまとめている。 

その中には、委員会独自の視点から、規制当局や事業者に対して「発電所の安全性を維持・向上させるた

め、個別事象に対応した局所的な安全対策を図るのではなく、プラントシステム全体への影響を考慮し継続

的改善を行うこと」などを求めている。今後、プラントの継続的安全性向上を図るためには、立地自治体と

して、このような委員会の専門知を活用し、規制当局や事業者に対して、検査制度や安全性向上評価のプロ

セスの改善を求めていくことが重要である。 
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